
科　　　　　　　　　目 場所・物量等 使　用　目　的　等 金　　　額
Ⅰ資産の部
　１流動資産
       普通預金(一般会計) 運転資金
　　　　　 現金 　　同上 296,707
           みずほ銀行　　深川支店 　　同上 6,222,634
　　         三菱東京UFJ銀行　　木場深川支店 　　同上 16,079
　　         三菱東京UFJ銀行　　深川支店 　　同上 500,003
　　         三菱東京UFJ銀行　　深川支店 　　同上 4,016,935
　　         三菱東京UFJ銀行　　深川支店 　　同上 0
             みずほ銀行　　深川支店 　　同上 137,108
        郵便貯金　　郵便振替口座 2,527,258
　　　 未収入金･･･㈱キンダー 15,422
　　　 流動資産合計 13,732,146

　２固定資産
　　基本財産
　　　　普通預金
           みずほ銀行　深川支店 14,999,382
　　 　定期預金
　　         三菱東京UFJ銀行 木場深川支店 8,204,336
　　　    　 みずほ銀行　　深川支店 50,000,000
　　　　預け金

        　   みずほ証券　口座 26,248,303
　　   有価証券
　　　    　米国エネルギーMLPオープン (46,770,489口） 39,289,601
　　　　 　 シティグループ・インク （96万ドル） 99,984,285
    投資有価証券

　　　日本郵船　　　　 １０００株 3,089,000
　　　東京ガス １０００株 2,496,000
　　　大阪ガス １０００株 2,181,000
　　　ゆうちょ銀行 １０００株 1,083,000
        　建物　三商会館　 108,832,358
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　    土地 東京都江東区牡丹一丁目９番地９ 86,715,639
　　　　　　　　 　　同上
　  基本財産合計 443,122,904

　　特定資産
　　奨学金給付引当特定資産
　　　普通預金
　　　    　 みずほ銀行　　深川支店 8,969,726
　　　定期預金
　　　    　 みずほ銀行　　深川支店 30,000,000
            みずほ銀行　　深川支店 80,000
　　減価償却引当特定資産

　　　定期預金 9,000,000
　　　    　 みずほ銀行　　深川支店

      特定資産合計 48,049,726
   　　その他の固定資産

　　　　　什器備品　　机、いす、パソコンその他 500,383
　　　当初公益から収益への貸付148,682,889円

　　　同上　今年度返済額　20,000,000円

　　　同上　貸付金残高　　128,682,889円

      その他固定資産合計 500,383
  　固定資産合計 491,673,013
　資産合計 505,405,159

Ⅱ負債の部
　　　未払金 0
　　　預り金 源泉徴収税 0
　　　前受金 前受賃貸料 464,300
　　　未払法人税等 132,900
　　　長期預り保証金 ㈱BIOISM２F816,000、３F796,000 2,444,000

キンダー㈱　１F832,000
　　負債合計 3,041,200
正味財産 502,363,959

公益目的保有財産及び公益目的事業に必
要な活動の用に供する財産である。

公益目的保有財産及び公益目的事業
に必要な活動の用に供する財産であ
る。

運用益を収益事業及び管理運営費の
用に供している。

東京都江東区牡丹一丁目
９番地９-９

鉄筋コンクリート造
４階建て　延３１２．８６㎡)

宅地　１３６．６５㎡
（４１．３４坪）

運用益を収益事業及び管理運営費の
用に供している。

財  産　目　録
　　　　　　　　　　　　　    　　　(令和　５年　３月３１日現在)　　　   　　　　　　　（単位　円）

公益目的保有財産及び公益目的事業に必
要な活動の用に供する財産である。

公益目的保有財産及び公益目的事業に必
要な活動の用に供する財産である。

公益目的保有財産及び公益目的事業に必
要な活動の用に供する財産であり、４階を公
益目的事業に、１階から３階を賃貸事業等に
あてる。共用資産である。公益目的事業
15.67％、収益目的事業68.66％、法人会計
目的15.67％である。

公益目的保有財産及び公益目的事業
に必要な活動の用に供する財産であ
る。

公益目的保有財産及び公益目的事業に必
要な活動の用に供する財産である。

公益目的保有財産及び公益目的事業に必
要な活動の用に供する財産である。

公益目的保有財産及び公益目的事業に必
要な活動の用に供する財産である。
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